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2023年12月に国税庁から「令和4年（2022年）分 相続税の申告事績の概要※1」が公表されました。
相続税の課税対象被相続人※2は、2015年の基礎控除額の引下げ等で急増した後、増加傾向であり、
特に2022年は高めの増加率となりました。また、相続する財産価額を種類別にみると、土地・家屋が引
続き最大のウェイトを占めています。本誌では、主に国税庁の資料に基づき不動産に関連する相続につ
いて全国ベースで概観したのち、地域別※３にもみていきます。

●2022年の課税対象被相続人数は急増し、
課税割合も上昇幅が大きい
国税庁によれば、全国における令和4年（2022年）中の

死亡者数は156万9,050人（前年比+9.0％）で、このうち、
課税対象被相続人数は15万858人（同+12.4％）でした。
課税対象被相続人の増加人数は、相続税の基礎控除額
が引下げられた初年度である2015年（10万3,043人）から、
2022年までの7年間で5万人に迫る勢いです［図表1］。また、
2015年に大きく上昇した課税対象被相続人数の死亡者
数に占める割合※４（以下、課税割合）も上昇傾向にあり、
2022年は過去最高の9.6％（同+0.3％ｐｔ）となりました

［図表2］。

●相続税の課税価格と税額はともに大幅増
加となり、納税額は2兆7,989億円に
2022年中の相続税の課税価格は20兆 6,840億円

（前年比+11.3％）、税額は2兆7,989億円（同+14.6％）となり、
いずれも2桁の増加でした。課税対象被相続人の1人当

●相続財産の種類別をみると、すべての財
産が増加。土地・家屋が引続き最大のシェ
アであるものの、現金・預貯金等の割合が
上昇傾向
相続財産価額の推移を種類別にみると、現金・預貯金

等（前年比+14.1％）、その他（同+12.1％）の増加率が高
めでした。現金・預貯金等の増加率が高いのは、死亡者
数が増えている中、控除額が縮小されて以降、納税用や
老人ホームなどの入居費用などのため、現金を確保する
傾向があること、コロナ禍での給付金や活動自粛により現
金・預貯金等を中心に金融資産が増加していることなど
があると考えられます。

一方、財産種類別の構成比でみると、長期的に土地・
家屋は低下傾向にあるものの、2022年に37.4％で引続き
最も大きなウェイトを占めています［図表4］。

［図表1］�課税対象被相続人数と死亡者数の推移（全国）

［図表3］�相続税の課税価格及び税額等の推移（全国）

［図表4］�相続財産の種類別価額・構成比の推移（全国）

［図表2］�課税対象被相続人数の死亡者数に占める割合
　　　　（課税割合）の推移（全国）

図表1～4のデータ出所：国税庁「相続税の申告事績の概要」各年分

注：図表１の死亡者数は、「人口動態統計」厚生労働省のデータに基づく。

不動産に関連する相続の概要について
～令和 4 年（2022 年）分 相続税の申告事績の概要を中心に～

たり課税価格は1億3,711万円（同−0.9％）と前年とほぼ同
額、また、1人当たりの税額は1,855万円（同+2.0％）で、基礎
控除引下げ前（2014年：2,472万円）の75％でした［図表3］。

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

（万人） （万人）

（年）

死亡者数（右軸）

課税対象被相続人数（左軸）

相続税の基礎控除額の引下げ

3

4

5

6

7

8

9

10

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

（％）

（年）

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 （年）

（兆円）

課税価格
税額
1人当たり相続税額（右軸）

（万円）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
（兆円）

土地・家屋

その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

（年）

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2（年）

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

有価証券
現金・預貯金等

その他

現金・預貯金等

有価証券

土地・家屋



3みずほ信託銀行　不動産マーケットレポート � 2024,March

●地域別の課税割合は大きく異なり、東京と
名古屋の課税割合は1割以上
地域別の課税割合は、東京（2022年：15.0％）と名古屋

（同12.2％）が10％を上回り、東京では概ね７人に１人、名
古屋では8人に１人、次いで大阪（同9.7％）は10人に
１人が課税対象被相続人となります。これは、これら地域
の不動産価格が相対的に高く、金融資産額も他地域に
比べ多いためと考えられます※5［図表5］。また、前年との
比較では、金沢（同8.6％）の上昇幅（+0.6％ｐｔ）が最も大
きく、次いで、高松（+0.4％pt）、沖縄（+0.4％ｐｔ）が全国

（+0.3％ｐｔ）を上回っています［図表5］。

●相続財産の内訳では、東京、名古屋などの
地域で土地・家屋価額の割合が高い
相続財産を土地・家屋と土地・家屋以外に分けると、土

地・家屋価額の割合が全国（37.4％）を上回るのは、不動
産価格が高い東京（41.0％）、名古屋（39.7％）、関東信越

（39.4％）のほか、資産の多くを土地・家屋が占める沖縄
（70.4％）※5で、他地域は、土地・家屋価額の割合は全国
を下回ります［図表6］。

土地・家屋価額の多い４地域につき、４時点の相続財
産価額を比較すると、基礎控除額引下げ後も、土地・家
屋は全地域で増加しています。特に、不動産価格の上
昇幅が大きい東京は、全国（2020年比：+17.3％）よりも
高い上昇率（同+20.3％）です。なお、基礎控除額引下
げ後に急増した土地・家屋以外についても、現金・預貯金

相続関連の法制度は、配偶者の居住権が新設される
など、相続をめぐる紛争防止の観点などから新たな法制
が既に施行されており、2024年4月からは相続登記の義
務化などが予定されています。

遺産に関する紛争は引続き高水準であり［図表8］、今
後も相続税の課税対象被相続人の増加が見込まれるこ
とからこれらの動向が注目されます。

（以上、都市未来総合研究所　秋田　寛子）

［図表5］�地域別にみた課税割合（2021・2022年）

［図表7］�4地域別：相続財産の種類別内訳推移

［図表8］相続に関する遺産分割事件数の推移

［図表6］�地域別の相続財産内訳（2022年）

図表5～7のデータ出所：「相続税の申告事績の概要」各国税局の各年分

データ出所：最高裁判所「司法統計年報」
※1：2022年1月1日～2022年12月31日に亡くなった人のうち、相続や遺贈など

により財産を取得した人について、2023年10月31日までに提出された相続
税の申告状況をまとめたもの。

※2：相続人に遺した相続財産が相続税の課税対象となった被相続人を、本レ
ポートでは課税対象被相続人と表記し、その人数を課税対象被相続人数と
した。

※3：図表5～8の地域別は、国税局所管別の区分。該当する都府県名は、図表5の
順番で以下の通り（札幌、沖縄除く。）。

	 東京：千葉、東京、神奈川、山梨
	 名古屋：岐阜、静岡、愛知、三重
	 関東信越：茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野
	 大阪：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
	 広島：鳥取、島根、岡山、広島、山口
	 仙台：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
	 福岡：福岡、佐賀、長崎
	 高松：徳島、香川、愛媛、高知
	 熊本：熊本、大分、宮崎、鹿児島
	 金沢：富山、石川、福井
※4：課税割合とは、課税対象被相続人数の死亡者数に占める割合
※5：総務省統計局「2019年全国家計構造調査結果」による。
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や有価証券の増加を受け、４地域とも2020年比で3割
前後の上昇となっています［図表7］。
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■ 景気の動向 （全国）

図1  景気動向指数

�
�
� データ出所：内閣府「景気動向指数」

図2  景気ウォッチャーの景気判断指数

� �
�
� データ出所：内閣府「景気ウォッチャー調査」

図3  企業の業況判断指数

注：「大企業」は資本金10億円以上、「中堅企業」は資本金1億円以上10億円未満、「中小企業」は資本金2千万円以上1億円未満�
（　）内の数値は直近調査の3ヶ月後に関する予測値

� データ出所：日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）」
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【データ概要】
図1	 景

（CI：コンポジット・インデックス）
気動向指数のCI指数	 ：CI指数は、景気の拡大・後退の大きさやテンポを示す。�

景気先行指数は、景気一致指数より数ヶ月先行して動き、景気を予知するための指数。�
景気一致指数は、実際の景気動向とほぼ一致して動き、景気の現状を示す指数。�
景気遅行指数は、景気一致指数より数ヶ月遅れて動き、景気の変化を確認する指数。

図2	 景気ウォッチャーの景気判断指数	 ：景気の動きに敏感な職業の人を景気ウォッチャーに選び、街中の景気の現状や先行き�
（ 2 , 3ヶ月先）について、景気ウォッチャーの判断による景気の方向性を示す指数。�
（DI指数：50 = 変わらない・横ばい、50より高い= 良くなる、50より低い=悪くなる）

図3	 企業の業況判断指数	 ：業況が｢良い｣と答えた企業の割合から、｢悪い｣と答えた企業の割合を引いた値を�
業況判断指数とするもの。｢良い｣と｢悪い｣の回答割合が同じ場合は｢0｣となる。

経済トレンド・ウォッチ
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■ 物価・雇用・金利等の動向 （全国）

図4  物価指数

� �
�
� データ出所：総務省「消費者物価指数」、日本銀行「企業物価指数」

図5  雇用情勢

注：図の値は季節調整値。完全失業率の2011年3月から8月は、岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果� �
�
� データ出所：総務省統計局「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」

図6  主要金利

�
�
� データ出所：日本相互証券、住宅金融支援機構及びみずほ銀行ホームページ公表資料
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【データ概要】
図4	 消費者物価指数	 ：全国の家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価を時系列的に測定する指数。
	 国内企業物価指数	 ：企業間で取引される国内向け国内生産品の価格水準を示す指数。
図5	 完全失業率	 ：労働力人口（15歳以上で働く意志をもつ人）に占める完全失業者の割合。完全失業者は一定�

期間中に収入を伴う仕事に従事しなかった人で、実際に求職活動を行った人。
	 有効求人倍率	 ：公共職業安定所で扱う求職者１人に対する求人数。
図6	 長期固定金利型住宅ローン	 ：民間金融機関と住宅金融支援機構の提携商品｢フラット35｣の借入金利の最高。
		  　（保証型は含まない。2010年4月以降は融資率が9割以下の場合。2017年10月以降は融資

率が9割以下、新機構団信付きの場合）
	 短期プライムレート	 ：民間金融機関が信用力の高い企業に資金を１年未満貸付ける際の基準となる貸出金利。
	 長期プライムレート	 ：民間金融機関が信用力の高い企業に資金を１年以上貸付ける際の基準となる貸出金利。
	 長期国債新発債流通利回り	 ：金融機関や機関投資家などの間で取引される長期国債新発債の利回り。

注記：図1から図6はいずれも原稿作成時点で入手できたデータに基づき作成
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図1	 用
（公示地価あるいは基準地価を使用）
途別平均地価	 ：�「地価公示」の公示地価は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え公共事業用地の取得価格の

算定の基準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、国土交通省の土地鑑
定委員会が毎年1回、標準的な土地についての正常な価値を示すもの。

		  　�「都道府県地価調査」の基準地価は、国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が毎年7月1日
における調査地点の正常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定するもの。

■ 東京圏

図1  用途別平均地価（前年比）

� �
�
� データ出所：国土交通省「都道府県地価調査」

図2  総人口の推移

注：各年4月1日現在の値（2021年の人口推計値は、令和2年国勢調査結果に基づく修正後）� �
�

� データ出所：各都市の「推計人口」及び総務省公表資料

図3  J-REIT保有賃貸マンションのNOI評価額利回り［運用時NOI利回り］

注：各投資法人の2023年6月末までの決算資料による。 � �
�
� データ出所：都市未来総合研究所｢ReiTREDA（リートレーダー）｣
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【データ概要】

図2	 総人口	 ：�各都市の行政区域に常住する人口総数の推計値。	 �
国勢調査人口を基準とし、これに毎月の住民基本台帳等の増減数を加えて推計したもの。

図3	 NOI評価額利回り	 ：�NOI評価額利回りは､J-REIT（上場不動産投資信託）の全投資法人が保有する住居専用型賃貸�
マンションの期末鑑定評価額に対する直近1年間の純収益（NOI）の割合を示す。� �
図は地域別に物件毎（賃料保証・固定賃料物件を除く）のNOI評価額利回りを単純平均したもの。

不動産市場トレンド・ウォッチ
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【データ概要】

■ 主要大都市（札幌・仙台・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡）

図4    用途別平均地価（前年比）

� �
�
� データ出所：国土交通省「都道府県地価調査」

図5  総人口の推移

注：各年4月1日現在の値（2021年の人口推計値は、令和2年国勢調査結果に基づく修正後）
� �
� データ出所：各都市の「推計人口」及び総務省公表資料

図6  J-REIT保有賃貸マンションのNOI評価額利回り［運用時NOI利回り］

注：各投資法人の2023年6月末までの決算資料による。�

� データ出所：都市未来総合研究所｢ReiTREDA（リートレーダー）｣
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注記：図1から図6はいずれも原稿作成時点で入手できたデータに基づき作成

図4	 用
（公示地価あるいは基準地価を使用）
途別平均地価	 ：�「地価公示」の公示地価は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え公共事業用地の取得価格の

算定の基準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、国土交通省の土地鑑
定委員会が毎年1回、標準的な土地についての正常な価値を示すもの。

		  　�「都道府県地価調査」の基準地価は、国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が毎年7月1日
における調査地点の正常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定するもの。

図5	 総人口	 ：�各都市の行政区域に常住する人口総数の推計値。	 �
国勢調査人口を基準とし、これに毎月の住民基本台帳等の増減数を加えて推計したもの。

図6	 NOI評価額利回り	 ：�NOI評価額利回りは､J-REIT（上場不動産投資信託）の全投資法人が保有する住居専用型賃貸�
マンションの期末鑑定評価額に対する直近1年間の純収益（NOI）の割合を示す。� �
図は地域別に物件毎（賃料保証・固定賃料物件を除く）のNOI評価額利回りを単純平均したもの。
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 都道府県（2022年）・東京都市区町村別（2021年）にみた相続の概要について

〈お 問 合 せ 先〉
宅地建物取引業：届出第2号
所属団体：�一般社団法人不動産協会、一般社団法人不動産流通経営協会 

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

みずほ信託銀行株式会社

都道府県別※１に、2022年の課税対象被相続人数※2の死亡者数に占める割合（課税割合）と、課税対象被
相続人数をみると、課税割合は、東京18.7％、愛知15.1％、神奈川14.3％で、全国9.6％を大きく上回り、東京は
約5人に1人、愛知、神奈川は約7人に１人が課税対象被相続人となります。また、この3都県は課税対象被相
続人数も多く、大阪と埼玉を加えた5都府県の課税対象被相続人数は、全国のおよそ半分（47.6％）です［図表1］。

次に、東京都※3について、2021年の課税割合と課税対象被相続人数を市区町村別にみると、都区部におけ
る課税割合は、千代田区が46.3％で突出して高く、渋谷区、世田谷区、文京区、目黒区、杉並区が30％以上、港
区も29.8％で、これらの区は2～3名に1人が課税対象被相続人です［図表2］。市町村では武蔵野市他が
27.0％で最も高く、4人に１人強が課税対象被相続人です。

東京都全体の課税割合は2022年にはさらに上昇しており、都区部を中心に相続は富裕層に限定されたもの
ではなくなっています［図表3］。

図表1のデータ出所：各国税局「令和4年（2022年）分相続税の申告事績の概要」
図表2、3のデータ出所：東京都国税局の統計情報、東京都保健医療局
                              「人口動態統計（市区町村別）」

［図表1］�都道府県別の課税割合と課税対象被相続人数（2022年）

［図表3］�東京都：都区別・多摩地区別の課税割合の推移

［図表2］�東京都市区町村別の課税割合と課税対象被相続人数（2021年）

※1：仙台国税局、広島国是支局は県別の開示がないため、表示していない。
※2：相続人に遺した相続財産が相続税の課税対象となった被相続人をここでは課税

対象被相続人と表記し、その人数を課税対象被相続人数とした。
※3：東京都の市区町村別データは令和3年（2021年）による。なお、31市区町村は所管

地域（図に表示の市区町村名）の税務署を合算しており、港区は島部を含む。多摩
地区で複数の市町村が入っている場合は、市町村名の末尾に「他」を付した。
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